
徳島市公告第５８号 

 

次のとおり一般競争入札を行うので、徳島市契約規則（平成３年徳島市規則第５号）第３

条及び第５条の規定により公告します。 

 

令和７年４月１６日 

 

徳島市長 遠 藤 彰 良   

 

 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 業務名   徳島市納税コールセンター業務 

（以下「本業務」という。） 

⑵ 業務内容  「徳島市納税コールセンター業務仕様書」のとおり 

（以下「本仕様書」という。） 

⑶ 契約期間（履行期間） 

契約締結日の翌日から令和１０年９月３０日までとする。 

コールセンター運用期間は令和７年８月１日から令和１０年９月３０日までとする。 

ただし、契約締結日の翌日から令和７年７月３１日までは、本業務を受託する者（「受 

託者」という。）の準備期間とする。（地方自治法第２３４条の３及び徳島市長期継続契

約を締結することができる契約を定める条例第１条第２号に基づく長期継続契約） 

⑷ 履行場所  本仕様書のとおり 

⑸ 支払方法 

ア 支払方法 徳島市（以下「本市」という。）は落札金額を３８で除した金額を下記

期間において、委託料として月払いで支払う。端数金額の調整は、別途協議の上決定

する。 

イ 支払期間 令和７年８月１日から令和１０年９月３０日まで 

  

２ 入札参加資格 

入札に参加することができる者は、次に掲げるすべての要件を満たす法人であることと

する。 

⑴ 本市総務部契約監理課が所管する登録業者名簿（物品・役務関係）（以下「登録業者

名簿」という。）で営業種目「21 業務代行」における品目「2104 施設の運用」に登録

している者。 

なお、登録業者名簿に未登録の者にあっては、以下の書類を提出し、本市担当者の確



認を受けることによって、登録業者名簿への登録に代えることができる。ただし、受託

者となった場合には、登録業者名簿への登録手続きを行うこと。 

ア 登記事項証明書（現在事項全部証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 直近の法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３） 

オ 直近２年分の法人市民税、固定資産税の納税証明書 

カ 直近２年分の貸借対照表及び損益計算書 

キ 委任状 ※支社等の場合 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこ

と。 

⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続き開始の申し立て

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申し立て

がなされていないこと。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に

規定する暴力団、指定暴力団等及びその構成員でないこと。 

⑸ 公告日から入札参加申請期間終了の日までの間において、本市の指名停止又は指名

回避の措置を受けていないこと。 

⑹ 公告日から入札参加申請期間終了の日までの間において、情報セキュリティマネジ

メントシステム（ISMS）適合評価制度の認証取得又はプライバシーマーク付与認定を

取得していることの証明ができること。 

⑺ 令和２年４月１日以降に、国又は人口２０万人以上（令和６年３月３１日時点での住

民基本台帳人数を基準）の地方公共団体において、税・社会保険料等のコールセンター

運営業務を元請けとして受注し、運営実績を有すること。  

 

３ 様式等及び契約条項を示す場所 

この入札にかかる徳島市納税コールセンター業務委託契約書（案）（以下「契約書（案）」

という。）、本仕様書及び様式等の交付は次のとおりとする。 

⑴ 交付期間 

公告日から入札参加申請期間終了の日（令和 7 年５月２日（金）午後５時００分）まで 

⑵ 交付方法 

徳島市公式ホームページからダウンロードする、もしくは後記６の担当部局の窓口で

受領する。担当部局の窓口で受領する場合は、事前にその旨を連絡すること。 

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kurashi/zeikin/shizei_noufu/R7nouzeicc.html 

４ 質問 

この入札に関する質問は、令和７年４月２２日（火）正午（必着）までに、様式３「仕



様書等質問書」に必要事項を記載し、後記６⑵に示す窓口への持参、郵送または電送（Ｆ

ＡＸ、電子メール等）により行うこと。また、電送の場合、当該様式に記載の宛先に電子

メール又はＦＡＸにより送信した上、同日午後５時００分までに、電送確認の電話連絡

（午前８時３０分から午後５時００分までの間に限る。）をすること。電話及び後記７⑶

に記載のヒアリング実施時における質問など、上記指定の手段以外による質問には回答

しない。 

なお、質問の内容について不明な点がある場合には、担当部局から電話で問い合わせる

ことがあるため、その旨留意すること。 

５ 質問に対する回答 

この入札に関する質問に対する回答は、令和７年４月２５日（金）までに、徳島市公式

ホームページに掲載する方法により行う。 

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kurashi/zeikin/shizei_noufu/R7nouzeicc.html 

６ 担当部局 

⑴ 部局名    徳島市 財政部 税務事務所 納税課 

⑵ 窓口の場所  徳島県徳島市幸町２丁目５番地 徳島市役所 本館２階 24 番窓口 

⑶ 電話     088-621-5077・5078・5080 

⑷ ＦＡＸ    088-621-5081 

⑸ 電子メール  nou_zei@city-tokushima.i-tokushima.jp 

⑹ 入札書の宛て先 

〒770-8799 徳島県徳島市八百屋町１丁目２番地 徳島中央郵便局留 

徳島県徳島市幸町２丁目５番地 徳島市役所納税課行き 

７ 入札参加資格確認等 

⑴ この一般競争入札への参加を希望する者は、令和 7 年５月２日（金）午後５時００分

（必着）までの間に、事前に担当部局に電話連絡の上で、様式１「入札参加資格確認申

請書」を持参又は郵送により提出し、後記⑶に記載のヒアリングを経て、入札参加資格

の確認を受けなければならない。当該申請書については、期限後の提出及び電話、ＦＡ

Ｘ、電子メール等の所定の手段によらない提出は、提出がなかったものとみなす。 

⑵ 前記⑴の入札参加資格確認申請書には、様式２「入札参加資格に関する誓約書」及び

前記２⑹、⑺の入札参加資格を満たす実績を示す書類を添付しなければならない。 

なお、登録業者名簿に未登録の者にあっては前記２⑴のアからキまでの書類を添付

しなければならない。 

⑶ 前記７⑴⑵の入札参加資格確認申請書及び添付書類を提出した者（以下「入札参加資

格確認申請者」という。）は、令和７年５月１２日（月）から同年同月１４日（水）ま

での期間において、徳島県徳島市幸町２丁目５番地 徳島市役所本館内で徳島市が指

定する場所時間帯において実施するヒアリングに出席し、ヒアリングを実施する職員

の質疑に応答しなければならない。 



⑷ 前記７⑶のヒアリングにおいて入札参加資格確認申請者が明らかにすることができ

ない要件については、これを満たさないものとして取り扱う。 

⑸ 入札参加資格の確認の結果、入札参加資格を満たすこととされた者に限り、この入札

に参加することができる。 

⑹ 入札参加資格の確認の結果は、令和７年５月１６日（金）午後５時００分までに、入

札参加資格申請者の担当者宛てに電話等で連絡する。別途、当該結果について記載した

文書を郵送するが、入札時に当該文書の持参は要しない。 

⑺ 申請書類の作成及び提出にかかる費用は、すべて申請者の負担とする。 

８ 入札・開札の場所及び日時 

入札は郵便入札の方法により実施する。入札説明書及び後記９に記載の要領に従って

作成した封筒に入札書を封入し、一般書留又は簡易書留のいずれかに付した上、前記６⑹

に記載の宛先（徳島中央郵便局留）に、次の⑴に示す開札日時の１時間前までに到達する

よう郵送すること。 

⑴ 開札日時 

令和７年５月２９日（木） 午後３時００分 

⑵ 場所 

徳島県徳島市幸町２丁目５番地 徳島市役所 本館１２階 １２０１会議室 

９ 入札の方法 

入札説明書のとおり。なお、次の点に留意すること。 

⑴ 郵送方法 

ア 入札説明書に記載の要領に従って作成した封筒に入札書を封入し、一般書留又は

簡易書留のいずれかに付した上、前記６⑹に記載の宛て先（徳島中央郵便局留）に、

開札日時の１時間前までに到達するよう郵送すること。 

イ 郵便局に書留郵便物を引き渡した後、令和７年５月２７日（火）正午までに「書留

引受番号」の標題により、前記６⑸宛てに、書留引受番号を電子メールで送信した上、

同日午後５時００分までに、送信確認の電話連絡（午前８時３０分から午後５時００

分までの間に限る。）をすること。送信された電子メールに対する返信をもって、書

留引受番号の受付とする。 

⑵ 入札書の記載方法 

入札書に記載する金額は、契約期間中における総価とする。なお、落札決定に当たっ

ては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもっ

て落札価格とするので、入札者は、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。 

１０ 落札者の決定方法 

⑴ 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。



なお、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、入札説明書の８に記

載のくじによる落札決定の方法により落札者を決定する。 

ただし、再度入札を実施する場合に同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ち

にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、くじを引かない者があるとき

は、これに代えて、この入札事務に関係のない本市職員にくじを引かせて落札者を決定

する。 

⑵ 開札の結果、すべての入札が予定価格の制限に達しないときは、次の日時場所に参集

して再度入札を行うものとする。 

ア 日時 令和７年６月５日（木）午後３時００分 

イ 場所 徳島県徳島市幸町２丁目５番地 徳島市役所 本館５階 ５０１会議室 

⑶ 再度入札をするときは、再度入札の執行を宣言し、前回有効な入札の最低入札価格を

告げるとともに、当該最低入札価格未満の額で入札するよう注意を喚起するものとす

る。  

⑷ 再度入札の回数は 1 回まで（最初の入札は含まない）とする。  

⑸ 入札執行日における入札参加者が１者にのみである場合には、１回のみの入札とし、

前項⑷に定める再度入札は行わないこととする。 

１１ 入札保証金 

⑴ 入札額の１００分の１０以上（金銭的保証とする） 

⑵ 徳島市契約規則第８条の各号に該当する者は免除する。 

なお、次のア又はイの条件を満たす者については徳島市契約規則第８条第２号に基づ

き免除する。 

ア 入札日時点で最新の登録業者名簿に登載されている者 

イ 登録業者名簿に登載されていないが、入札参加資格を有しているとされた者で、契

約を締結しないこととなるおそれがないと市長が特に認める者  

 

１２ 入札の無効 

⑴ 徳島市契約規則第１３条各号のいずれかに該当するもの、入札説明書で定める事項 

に違反するもの及び入札書又は委任状に不備があるものに係る入札は、無効とする。 

⑵ 入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において、地方自治法施行令第 

１６７条の４第１項各号及び第２項各号のいずれかに該当する者、徳島市暴力団等排

除措置要綱に基づく排除措置を受けている者又は徳島市の指名停止若しくは指名回避 

の措置を受けている者のした入札は、無効とする。 

 

１３ 契約に関すること 

⑴ 契約書作成の要否  要 

※契約書（案）は入札公告資料別添に提示しているとおり。 



※契約締結に係る事務経費及び収入印紙等は落札者が負担すること。 

⑵ 契約保証金は後記１４に定めるとおり。 

⑶ 落札者は、落札決定の日から起算して１４日以内に契約を締結しなければならない。 

⑷ 落札者の決定後、契約締結までの間において、本市の指名停止措置又は指名回避措置

を受けた場合には、契約を締結しないこととする。 

⑸ 落札者の決定後、契約締結までの間において、徳島市暴力団等排除措置要綱に基づく

排除措置を受けた場合には、契約を締結しないこととする。 

１４ 契約保証金 

⑴ 入札額の１００分の１０以上（金銭的保証とする） 

⑵ 徳島市契約規則第３１条の各号に該当する者は免除する。 

なお、次のア又はイの条件を満たす者については徳島市契約規則第３１条第８号に

基づき免除する。 

ア 入札日時点で最新の登録業者名簿に登載されている者 

イ 登録業者名簿に登載されていないが、入札参加資格を有しているとされた者で、契

約を締結しないこととなるおそれがないと市長が特に認める者 

 

１５ その他 

⑴ 契約手続において、使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 関連情報の照会窓口  

前記６⑵ 

⑶ 入札を辞退する場合は、速やかに文書にて様式５「入札辞退届」を届け出ること。 

⑷ 提出された書類等は返却しない。 

⑸ 本入札の実施において、その実施に重大な影響が発生すると本市が判断した場合は、

公告スケジュールによらない緊急の情報発信を行うことがある。 

これらの変更及び情報発信を行う場合は、徳島市ホームページで公開するとともに、

入札参加資格確認申請者に対しては、電子メールにより通知を行うため、適切に確認を

行うこと。 

⑹ 相互供給の禁止 

落札者による、本件入札について入札参加資格の確認申請をした者に対する本件業

務の再委託は、承認しない。 

⑺ 入札金額には、導入経費、運用・保守経費、運用管理補助経費、仕様変更対応経費を

含んだ金額とすること。 

以 上 


